
《関係規定》 

 

基準省令：「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの

事業等の人員、設備及び運営に関する基準」（平成 18 年 9月 29 日厚生労働省令第 171 号） 

 

解釈通知：「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの

事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」（平成 18 年 12 月 6 日障発第 126001 号厚生労

働省社会・援護局障害保健福祉部長通知） 

 

基準省令第 213 条の 3（基本方針） 

 日中サービス支援型指定共同生活援助の事業は、常時の支援体制を確保することにより、利用者が地域にお 

いて、家庭的な環境及び地域住民との交流の下で自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当 

該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居において相談、入浴、排せ 

つ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

 

基準省令第 213 条の 10（協議の場の設置等） 

 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たっては 

法第 89 条の 3第 1 項に規定する協議会その他都道府県知事がこれに準ずるものとして特に認めるもの（以下 

「協議会等」という。）に対して定期的に日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の実施状況等を報告し、 

協議会等による評価を受けるとともに、協議会等から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。 

 

 

解釈通知 第 15 4(3)③ 社会生活上の便宜の供与等 

 （略）なお、日中活動サービス等を利用することができず、日中を共同生活住居で過ごす利用者の支援に当

たっては、当該利用者の意向を踏まえた日中サービス支援型共同生活援助計画に基づき、日常の介護はもとよ

り、当該利用者が充実した地域生活を送ることができるよう外出や余暇活動等の社会生活上の支援に努めなけ

ればならないこととしたものである。 

 また、利用者の意向に反して日中活動サービス等の利用が制限されることなく、個々の利用者に対して適切

な障害福祉サービス等の利用が図られるよう、特定相談支援事業を行う者又は他の障害福祉サービスの事業を

行う者と緊密な連携を図ることとするものである。 

 

解釈通知 第 15 4(3)④ 協議の場の設置等 

 日中サービス支援型指定共同生活援助を行う事業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所を地域

に開かれたサービスとすることにより、当該サービスの質の確保を図る観点から、法第 89 条の 3 第 1 項に規

定する協議会又はその他の都道府県知事がこれに準ずるものとして特に認めるもの（都道府県又は市町村職員、

障害福祉サービス事業所、医療関係者、相談支援事業所等が参加して障害者の地域生活等の検討を行う会議）

（以下「協議会等」という。）に対し、定期的に（少なくとも年に 1 回以上とする。）日中サービス支援型指定

共同生活援助の実施状況等を報告し、当該実施状況等について当該協議会等による評価を受けるとともに、当

該協議会等から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならないこととしたものである。 

 

 

 

障害者総合支援法第 89 条の 3（協議会の設置） 

  地方公共団体は、単独で又は共同して、障害者等への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体

並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その

他の関係者（次項において「関係機関等」という。）により構成される協議会を置くように努めなければな

らない。 

２ 前項の協議会は、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における障害者等への支援体制に関す

る課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備

について協議を行うものとする。 


